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住民の皆様へ

登山届けの事前提出！

～４月６日から４月１５日まで～
運動重点

１ 子供が安全に通行できる道路交通環境の確保と安全な横断方法の実践

２ 歩行者優先意識の徹底と「思いやり、譲り合い」運転の励行

３ 自転車・電動キックボード等利用時のヘルメット着用と交通ルールの遵守

□ 道路の正しい横断方法など、歩行者自身の安全を守る交通ルール

を身につけましょう

□ 歩行者や他の車両に対する「思いやり、譲り合い」の気持ちを持

ちましょう

□ ヘルメットの着用など、自転車の交通ルールを改めて意識し、遵

守しましょう

「や」～止める勇気と決断

「ま」～魔の時間帯（１１時、１４時）に要注意

「あ」～明るいうちに下山

「る」～ルートの事前確認

「き」～緊急連絡手段の確保

３年間ありがとうございました！

今後も沼倉駐在所をよろしくお願いします！

この度、人事異動により沼倉駐在所から仙台

東警察署へ異動することになりました。

巡回連絡に行った際、地域の方々の優しさに

驚いたことを昨日のことのように覚えていま

す。

沼倉駐在所での勤務を通して、地域の方々の

優しさに触れるとともに、地域の絆というもの

を肌で感じることができたことは、私にとって

大きな糧になりました。

４月から駐在所での経験を生かして頑張って

仕事をしていきます。

３年間大変ありがとうございました。

みんなでつくろう、安心の街


